
建設工事に係る低入札価格調査制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が競争入札により行う建設工事（以下「工事」という。）

の請負契約において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の１０第１項又は第１６７条の１０の２第２項（第１６７条の１３で準用する場

合を含む。）の規定により、低入札価格調査制度を適用する場合の事務の取扱い

について、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる工事） 

第２条 対象となる工事は、舞鶴市発注の建設工事のうち、主たる工事目的物の構

造形式や工法におけるメーカー独自の技術の占める割合が大きいもの（以下「特

殊型」という。）又は特殊型以外で総合評価一般競争入札により行うもの（以下

「標準型」という。）とする。 

２ 前項に係る審査は、競争入札参加者資格等審査委員会規程（平成３年規程第３

号）に定める競争入札参加者資格等審査委員会（以下「資格審査委員会」という。）

において行うものとする。 

（平成 30年 6月・一部改正） 

（調査基準価格の設定等） 

第３条 当該工事に係る競争入札において、相手方となるべき者の申込みに係る価

格によっては契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる

ときの基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）の算定にあたっては、

次項に基づくほか工事の難易度等を勘案して算定するものとし、その運用につい

ては別に定めるものとする。 

２ 予定価格算定の基礎となった次の各号に定める額の合計額とする。ただし、そ

の額が予定価格に１０分の９.２を乗じて得た額を超える場合にあっては、１０

分の９.２を乗じて得た額とし、１０分の７.５を乗じて得た額に満たない場合に

あっては、１０分の７.５を乗じて得た額とする。 

（１）直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

（２）共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（３）現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

（４）一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

３ 調査基準価格は、前２項に基づき複数の契約担当職員が算定した額の平均値

（1,000円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

４ 調査基準価格は入札後に公表するものとする。 

（平成 29年 11月・平成 30年 6月・平成 31 年 4月・令和 4年 5月一部改正） 

（失格基準価格） 

第４条 調査基準価格を下回る入札において、調査によらず失格とする価格（以下

「失格基準価格」という。）を設けることができる。 

２ 当該工事を担当する課長（以下「工事担当課長」という。）は、失格基準価格



を設けようとする場合は、その算定方法を資格審査委員会に諮らなければならな

い。 

３ 失格基準価格は、入札後に公表するものとする。 

（その他の失格基準） 

第４条の２ 標準型において失格基準価格を設けない場合は、調査基準価格を下回

る入札において、調査によらず失格とする基準を設けるものとする。 

（平成 30年 6月・一部改正） 

（競争入札参加者への周知） 

第５条 本制度の円滑な運用を図るため、一般競争入札にあっては入札説明書、入

札公告等に、指名競争入札にあっては入札通知書に、低入札価格調査制度を適用

することがあることを明記し、契約担当者は、入札執行の際に次のことを説明す

る。 

（１）調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の

通知方法 

（２）調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者（最低の価格

をもって申込みをした者又は総合評価落札方式を適用する場合における評価

値の最も高い者をいう。以下同じ。）であっても必ずしも落札者とならない場

合があること。 

（３）調査基準価格を下回った入札を行った者は、必要な資料を提出し、事情聴

取に応じることにより第７条に規定する調査に協力すること。 

（４） 入札者が第７条に規定する調査に協力しない場合は、その者の入札を無効

とし、入札参加停止の措置を講じることがあること。 

（平成 30年 6月・一部改正） 

（入札の執行等） 

第６条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合（総合評価落札方

式を適用する場合は、評価値の最も高い者が調査基準価格を下回るとき。）は、

落札者の決定を一時保留する旨を宣言し、調査後改めて落札者を決定する旨を入

札者に告知して、入札を終了する。なお、当該入札者のうち最低価格入札者が複

数の場合は、くじ引きにより調査の順位を決定するものとする。 

（調査の実施） 

第７条 工事担当課長は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者によりその

価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら

れるか否かについて、次の各号に掲げる事項から必要な資料の提出を求め、事情

聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。 

(1) その価格により入札した理由 

(2) 入札価格の内訳書 

(3) 第一次下請の予定業者及び予定下請金額等 

(4) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 

(5) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 



(6) 配置予定技術者 

(7) 契約対象工事箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との関連 

(8) 手持ち資材の状況 

(9) 資材納入予定業者と調査対象者との関係 

(10) 手持ち機械の状況 

(11) 労務者の具体的供給見通し 

(12) 過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況 

(13) 建設副産物の搬出地 

(14) 下請人への法令遵守指導等に関する誓約書 

(15) その他 

２ 工事担当課長は、予定価格の内訳と入札価格の内訳を比較し、必要に応じて、

価格差の大きい直接工事費の調査及び諸経費の調査を行うものとする。 

３ 前２項に規定する調査事項に係る資料等の様式その他調査の実施に係る詳細に

ついては、別途定める。 

（調査結果のとりまとめ及び契約審査委員会への付議） 

第８条 特殊型の場合、契約課長は、経営内容、経営状況及び信用状況の調査を行

い、工事担当課長に報告するものとする。 

２ 工事担当課長は、特殊型の場合又は標準型において調査の結果契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認めた場合は、調査の結果をまとめ、当

該工事を担当する部長（以下「部長」という。）が招集する契約審査委員会に付

議するものとする。 

（平成 30年 6月・一部改正） 

（契約審査委員会の組織等） 

第９条 契約審査委員会の組織は、次のとおりとする。 

（１）委員長は、部長をもってあてる。 

（２）委員は、３名程度とし、部長が指名する。 

（３）委員会の会議は非公開とし、関係者は審議の内容を他に漏らしてはならない。 

２ 委員長は、審議において必要がある場合は資格審査委員会に意見を求めるもの

とする。 

（適合の場合の措置） 

第１０条 契約審査委員会の審議（標準型の場合は工事担当課長の調査をいう。）

の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると

認められたときは、契約課長は、最低価格入札者に落札した旨を通知するととも

に、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。 

（平成 30年 6月・一部改正） 

（不適合の場合の措置） 

第１１条 契約審査委員会の審議の結果、最低価格入札者の入札価格によっては契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、工事担当課

長は、契約審査委員会の意見を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けて、



最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込

みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者（総合評価落札方式に

おいては評価値が次に高い者。以下「次順位者」という。）を落札者と決定する。 

２ 契約課長は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては

落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、

その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。 

（準用規定） 

第１２条 次順位者が調査基準価格未満の入札者であった場合には、第７条から前

条までの規定を準用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月１２日から施行し、施行日以降に入札を行うものか

ら適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年１１月２２日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年６月２２日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工

事から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月８日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、令和 4年 5月 1日から施行する。 

（適用区分） 

2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う

工事について適用し、同日前に入札公告等を行った工事については、なお従前の

例による。 


